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 三重県新たな地域医療構想基礎調査業務委託 企画提案コンペ参加仕様書 

                                                          

１ 目的 

 県内の医療機関・医療機能の現状や患者の受療動向、医療従事者の需給状況等の実態

を把握するとともに、これらの結果を分析し、地域の人口構造等を踏まえつつ、必要と

なる医療機能とその連携体制を明らかにした上で、地域の医療提供体制の課題の抽出や

構築のための具体的施策を提案すること等により、三重県地域医療構想の策定を支援す

る。 

 

２ 業務内容 

（１）委託業務名 三重県新たな地域医療構想基礎調査業務委託 

（２）履行期間  契約の日から令和９年３月31日まで 

（３）業務内容   

2040 年を見据えた新たな地域医療構想を円滑かつ的確に策定するために必要とな

る、県内の医療機関・医療機能の現状や患者の受療動向等の実態を把握するととも

に、これらの結果を分析し、地域の人口構造等を踏まえつつ、必要となる医療機能

とその連携体制を明らかにした上で、地域の医療提供体制の課題の抽出や構築のた

めの具体的施策を提案すること等により、三重県地域医療構想の策定を支援する。 

以下の（１）及び（２）を主たる業務内容とし、三重県と事前に内容を十分協議

した上で最新データの収集、分析等を行い、調査報告書を作成すること。 

 

  （１）地域医療構想に関する最新データの収集・分析等 

  ・入院医療に加え、外来・在宅医療や介護との連携を含む、2040年を見据えた地域

の医療提供体制に係る課題の整理及び今後の方向性の検討に資する基礎資料とし

て、以下①～④のデータ分析・検証、報告資料の作成を行うこと。なお、これら

の分析・検証は、新たな構想に係る国の策定ガイドライン（以下「策定ガイドラ

イン」という。）を踏まえた内容とすること。  

・ 分析結果は、図表・地図等を使用した視認性・判読性の良いものにすること。 

① 地域の現状について 

② 人口動態に基づく医療需給推計等についての検討 

③ 必要病床数のシミュレーション及び構想区域の点検・見直しにかかる分析 

④ 在宅医療・介護連携についての検討 

 

  （２）医療従事者等の確保に係るデータの収集・分析等 

・各地域の医療従事者の需給を把握するため、以下の①～⑤について、国が提示す

る計算式を用いるほか、医療機関への実態調査及びヒアリングを通じ、需給状況

の把握と関連データの収集・分析を行う。 

① 医療需要算出業務 

② 医師・看護師の不足に関する実態調査 

③ 医療機関ヒアリング支援 

④ 若手医療人材等の就業意識に関する調査 

⑤ 医師・看護師確保対策の分析 

 

上記により分析した上で、各二次医療圏、各構想区域、疾病・事業ごとの圏域等
に必要となる医療機能とその連携体制を明らかにし、課題を抽出すること。 
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  さらに、把握した課題を克服するための具体的施策について、可能な限り複数

案を挙げて提案すること。また、提案に当たっては、課題について原因分析を行

い、施策の結果（アウトプット）が課題に対してどれだけの影響（インパクト）

をもたらしうるかという観点を踏まえるものとする。 

  また、上記内容について協議する県実施の会議等について、県と事前相談の上、

議事概要等の作成支援を行うこと。 

 

  詳細は、別紙「三重県新たな地域医療構想基礎調査業務委託仕様書」（以下「仕様

書」という。）のとおり。 

 

３ 委託上限額  31,172,196円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。 

          

 

４ 参加条件 

  次に掲げる条件をすべて満たした者とする。 

（１）地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）三重県から入札参加資格（指名）停止を受けている期間中でない者であること。 

（３）三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中で

ある者でないこと。 

（４）三重県が賦課徴収するすべての税並びに消費税及び地方消費税について滞納して

いる者でないこと。 

 

５ 参加手続き等 

  本企画提案コンペの参加希望者は、次に掲げる書類を提出するものとする。 

（１）企画提案コンペ参加資格確認申請書の提出 

  ア 提出期限 

 令和８年５月20日（水）17時まで 

  イ 提出先 

 〒514-8570 三重県津市広明町13番地 

   三重県医療保健部医療政策課医療企画班（三重県庁４階） 

  ウ 提出方法 

   上記イの場所へ郵送、民間事業者による信書便又は持参にて提出すること。（メー

ル及びファクシミリでの提出は受け付けない。） 

 なお、郵送又は民間事業者による信書便により提出する場合は、提出期限までに

電話で担当所属に受理の確認を行うこと。持参により提出する場合は、事前に電話

で担当所属に持参する日時の連絡を行うこと。 

  エ 提出書類 

   企画提案コンペ参加資格確認申請書（第１号様式）及び同申請書３に記載の添付

書類。また、必要がある場合は、委任状（第３号様式）をあわせて提出すること。 

オ 参加資格決定通知 

 令和８年５月29日（金）17時までに通知する。 

 

（２）企画提案資料の提出 

ア 提出期限 

令和８年６月４日（木）17時まで 

  イ 提出先 
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 〒514-8570 三重県津市広明町13番地 

   三重県医療保健部医療政策課医療企画班（三重県庁４階） 

ウ 提出方法 

   上記イの場所へ郵送、民間事業者による信書便又は持参にて提出すること。（メー

ル及びファクシミリでの提出は受け付けない。） 

   なお、郵送又は民間事業者による信書便により提出する場合は、提出期限までに

電話で担当所属に受理の確認を行うこと。持参により提出する場合は、事前に電話

で担当所属に持参する日時の連絡を行うこと。 

  エ 提出資料 

 別紙「提出を求める企画提案資料」のとおり。 

 

６ 質疑及び回答 

（１）質問の受付期間 

   令和８年５月15日（金）17時まで 

（２）質問の提出 

   質問は、文書（任意様式、ただし規格はＡ４版）にて行うものとし、電子メール

にて提出（宛先：iryos@pref.mie.lg.jp）するものとする。また、質問文書には、事

業者名、回答を受ける担当窓口の所属、担当者名、電話番号及び電子メールアドレ

スを明記すること。 

なお、担当所属あて電話により電子メール受理の確認を行うこと。 

（３）質問の内容 

   質問は、原則として、当該業務にかかる仕様や条件、応募手続き等の事項に限る

ものとし、他の事業者からの企画提案資料の提出状況や積算に関する内容等には答

えないものとする。 

（４）質問に対する回答 

   質問に対する回答は、令和８年５月18日（月）までに、三重県のホームページに

掲載する。 

 

７ 企画提案コンペの実施方法 

（１）選定 

三重県は、本仕様書に基づき提出された企画提案資料を、三重県新たな地域医療

構想基礎調査業務委託企画提案コンペ選定委員会（以下「選定委員会」という。）に

おいて審査の上、最優秀提案者を選定する。 

企画提案コンペの評価項目は以下のとおり。 

・目的・仕様の理解 

・実施体制・スケジュール 

・データ収集・調査能力 

・分析能力 

・提案力 

・見積書 

 

（２）プレゼンテーション 

 選定委員会が必要と認めた場合には、提案内容の審査を行うため、提案者による

プレゼンテーションを実施する。プレゼンテーションを実施する場合の実施時期、

場所及び形態は、次のとおりである。 

時期：令和８年６月８日（月）午前（予定） 
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場所：WEB会議システム（Zoom）により実施（予定） 

形態：提出済みの企画提案資料（紙）及び画面共有機能による投影で行う。 

   

選定委員会で事前に書類審査を行い、優秀提案者を５者程度選定した上で、当該

優秀提案者によるプレゼンテーションを実施するものとする。 

  書類審査の結果、プレゼンテーションの実施日時等については、提案したすべて

の者に、令和８年５月29日（金）までに電子メールにて連絡する。プレゼンテーシ

ョンにおける説明は、５（２）で提出のあった企画提案資料により行うものとする。 

 なお、提出済みの企画提案資料と画面共有機能により投影する資料について、内

容の差異や追加記述は認めない。もし内容の差異や追加記述があった場合は、提出

済みの企画提案資料の内容により審査・選考を行う。 

 

８ 最優秀提案者に提出を求める書類 

選定決定通知を受けた最優秀提案者は、速やかに以下の書類を提出するものとする。 

（１）消費税及び地方消費税についての「納税証明書（その３ 未納税額がないことの

証明）」（所管税務署が企画提案資料提出期限の６か月前までに発行したもの）（写し

可） 

（２）三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、｢納税確認書｣(三重県

の県税事務所が企画提案資料提出期限の６か月前までに発行したもの)（写し可） 

 

９ 契約方法に関する事項 

（１）契約条項は、別紙「業務委託契約書（案）」のとおりとする。 

（２）契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とする。ただし、会社更生法第17

条の規定による更生手続開始の申し立てをしている者若しくは申し立てをされてい

る者又は民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しく

は申立てをされている者（以下、これらを「更生（再生）手続中の者」という。）の

うち三重県建設工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者（会社更生法第

199条１項の更生計画の認可又は民事再生法第174条１項の再生計画の認可が決定さ

れるまでの者に限る。）が契約の相手方となるときは、納付する契約保証金の額は、

契約金額の100分の30以上とする。 

また、三重県会計規則（以下「規則」という。）第75条第４項各号のいずれかに該

当する場合は、契約保証金を免除する。ただし、規則第75条第４項第１号、第２号

又は第４号に該当するときを除き、更生（再生）手続中の者については、契約保証

金を免除しない。 

（３）契約書は２通作成し、双方各１通を保有する。 

なお、契約金額は見積書に記載された金額の100分の110に相当する金額とし、契

約金額の表示は、消費税等を内書きで記載するものとする。また、契約金額に１円

未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。 

（４）契約は、三重県医療保健部医療政策課において行う。 

 

10 監督及び検査 

契約条項の定めるところによる。 

 

11 契約代金の支払方法、支払場所及び支払時期 

契約条項の定めるところによる。 
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12 見積及び契約の手続において使用する言語及び通貨 

手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円に限る。 

 

13 暴力団等排除措置要綱による契約の解除 

契約締結権者は、受注者が三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置

要綱第３条又は第４条の規定により、三重県物件関係落札資格停止要綱に基づく落札

資格停止措置を受けたときは、契約を解除することができるものとする。 

 

14 不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置 

（１）受注者が契約の履行にあたって三重県の締結する物件関係契約からの暴力団、暴

力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けたときは、次の義務を負う

ものとする。 

ア 断固として不当介入を拒否すること。 

イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。 

ウ 発注所属に報告すること。 

エ 契約の履行において、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不   

当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれ

がある場合は、発注所属と協議を行うこと。 

（２）契約締結権者は、受注者が（１）イ又はウの義務を怠ったときは、三重県の締結

する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱第７条の規定により三重県物件関係

落札資格停止要綱に基づく落札資格停止等の措置を講じるものとする。 

 

15 個人情報の保護 

本事業による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報

の取扱いに関する特記事項」を守らなければならない。 

 

16 その他 

（１）企画提案資料の作成に必要な費用については、提案者の負担とし、提出のあった

企画提案資料等の資料は返却しない。 

（２）提出のあった企画提案資料等の資料は、三重県情報公開条例に基づき情報公開の

対象となる。 

（３）契約にあたり、原則として再委託は認めない。ただし、契約業務の一部を委託す

る場合について、三重県の承諾を得た場合はこの限りではない。 

（４）成果物の著作権は三重県に帰属するものとする。 

（５）委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者等に対して、個人情

報の保護に関する法律（令和５年４月１日施行）第176条、第180条及び第184条に

罰則があるので留意すること。 

（６）次のいずれかに該当するときは、その者の参加及び提案は無効とする。 

  ア 提案に参加する資格のない者が提案したとき。 

  イ 提案者が同一事項の企画提案コンペに対して、二つ以上の提案をしたとき。 

  ウ 提案者が他人の提案の代理をしたとき。 

  エ 提案に際して、談合等の不正行為があったとき。 

  オ 提出書類が、提出期限を超えて提出されたとき。 

  カ 見積額が委託上限額を超えているとき。 

  キ その他、担当所属が予め指示した事項に違反したとき及び提案者に求められる

義務を履行しなかったとき。 
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17 担当所属 

〒514－8570 三重県津市広明町13番地 

三重県医療保健部医療政策課医療企画班 担当 前川、川口、森岡 

電話：059-224-3374 ファクシミリ：059-224-2340  

E-mail：iryos@pref.mie.lg.jp 


